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令和４年度 大阪市立東成区老人福祉センター 事業実績報告書 

 

施設概要 

施 設 名 大阪市立東成区老人福祉センター 

所 在 地 大阪市東成区大今里西３－６－６ 

施 設 規 模 鉄筋コンクリート造５階建のうち１・２階及び３階の一部 

延床面積 １，０９３．８２ｍ２ 

主 な 施 設 和室、会議室、談話室 など 

市が設定した数値目標 感染症拡大を防止するための措置を行いながら老人福祉センターの目的

を達成するための取組みの実施と、施設の維持・管理を適切に行うこと

を大前提として、令和４年度は次の数値を目標として設定する。 

・センター利用者に向けて実施する満足度調査で、「満足と回答される方」

の割合を 84.6％。 

指定管理者 

団 体 名 社会福祉法人 大阪市東成区社会福祉協議会 

事 務 所 の 所 在 地 大阪市東成区大今里南３－１１－２ 

代 表 者  会 長  清 水  弘 

指 定 期 間 平成３１年４月１日 から 令和６年３月３１日 

報 告 対 象 期 間 令和４年４月１日 から 令和５年３月３１日 

担 当 者 岡 田 貴 子（グループ管理者） 

連 絡 先              （０６）６９７７－７０３１ 

 

１ 指定管理業務の実施状況  

 (1)施設の運営方針 

老人福祉センターの目的である、「高齢者に関する各種の相談に応じ、高齢者に対して健康の増進、

教養の向上及びレクリエーションのための便宜を総合的に供与するとともに、高齢者の地域福祉活動

を支援する」ことを達成するため、次の６つのキーワード、３つの目標を掲げ運営しました。 

 



（様式 1） 

 

  (2)施設の維持管理 

 

東成区老人福祉センター（以下、「センター」）の

建物は、昭和５１（１９７６）年に竣工以来     

４７年が経過しています。 

外壁の経年劣化、空調・電気・衛生設備等の不具合、

昇降機・自動ドアの性能低下、会議室・廊下等の床・

壁の汚損、開閉不能な扉や窓など、建物全体の老朽

化が顕著になってきています。 

そのような中で、良質なサービスを継続するため、

職員全員で安全、清潔、快適な環境の維持に取り組

みました。 

保守点検、法定点検等を次のとおり行いました。 

 

 

  

・ 建築物自主点検 及び 設備総合自主点検    各  年 ２回 

・ エレベータメンテナンス             年 １回（年次点検） 

 ・ 自動ドア保守点検                年 ４回 

 ・ ガスヒートポンプ（空調機）設備保守       年 １回 

 ・ 空調機巡視点検                 月 １回 

 ・ 受水槽・高架水槽の点検・清掃 及び 水質検査   年 １回 

 ・ 消防計画に基づく自主検査（点検）        随時 

※ 令和２年度からチェック表を設定し、実施日と 良・不良を記録するように改善しました。 

・ 電気工作物保安管理               年１２回（本市による） 

 ・ 消防用設備等点検                年 ２回（  同  ） 

 ・ 特定建築物等定期点検              年 １回（  同  ） 

・ 日常清掃                    日々必要個所を行いました。 

・ 特別清掃                    年 １回 

・ 清掃については、日々のトイレ清掃を業者に委託、館内のその他の部分は職員により随時実施 

しています。また、建物周辺の美化のため、職員が日々建物周りを清掃しました。 

会議室や廊下、階段、トイレ等については、専門業者による特別清掃を１回実施しました。 

・ 併設の「今里休日急病診療所」、福祉局所管「もと認定事務センター」との調整・連携等を密にし、   

建物全体の健全な維持管理に資する役割を担いました。 

  

 (3)職員の配置状況 

施設長（嘱託）１名  嘱託職員  ３名 

・ 福祉施設の運営に、安定した継続的な職員体制の維持が重要です。本年度の事業計画に記載した

職員を、年間を通じて配置することができました。 
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 (4)感染症拡大を防止するための対策等の状況 

【事業実施にあたり、感染症拡大を防止するためにとった措置】 

・ 以下の掲示を行い、周知徹底を図りました。 

◎マスクを外しての活動はできません 

◎飲食を伴う活動はできません（水分補給を除く） 

①入館時 

●来館は準備を含めて活動開始時間の１５分前から 

●ご自宅での検温、高熱や体調がすぐれない時は来館しない 

●手指の消毒、マスクの着用徹底 

②活動時 

●マスクの常時着用 

●サークル開始前の自主検温（非接触型体温計を貸し出し） 

●活動時常時換気（又は２回/１時間各 10 分間の換気タイム） 

●定期的な手指の消毒（各部屋にアルコールジェルを準備） 

●活動終了時、机、床、共通で使用した備品等の清掃・消毒 

●入室は準備を含めて活動時間の１５分前から 

活動終了後は速やかに退館をお願いいたします。 

●水分補給以外の館内での飲食禁止 

※令和５年 3月 13 日以降本市よりの指示によりマスク着用は個人の判断ではあるが、高齢者施設であ

る老人福祉センターではマスク着用を推奨するルールに変更。それ以外の感染症対策については当面

の間（少なくとも令和５年５月７日まで）は従来の対策を継続します。 

【職員の対策】 

・ 令和３年７月より大阪市において実施された２週間に１回のＰＣＲ検査については、      

任意ではあるが、職員全員が受けるようにしました。 

・ 自身の健康管理を徹底しました。 

・ 発熱や風邪の症状など、体調がすぐれないときは休養することとしました。 

・ 出勤前、出勤時に検温しました。 

・ こまめな手指消毒やうがいをすることを徹底しました。 

・ 定期的に事務室を換気しました。 

・ 事務室の受付 及び 職員の事務机の間には飛沫防止透明カーテンを設置しています。 

飛沫防止透明カーテンは適宜消毒しています。 

・ 事務室の手近な場所にアルコールを設置し、手指 及び 事務机、パソコン（マウス）を適宜消毒

しました。 

・ マスクを常時着用しました。 

※令和５年３月１３日以降についても職員はマスク着用で利用者対応を行いました。 

・ 執務中は、業務に必要なこと以外の会話はなるべく控えるようにしました。 
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  (5)危機管理・安全管理（事故防止等安全対策、災害等緊急時の対応への準備） 

・ 開館時間前には施設内 及び 建物周囲を巡視し、事故を誘発するような異常や危険が生じていな

いかを確認しました。発見した場合は速やかに対応するとともに警察署、消防署との日々のコミュニ

ケーションを取るように心がけました。 

・ 職員全員が常に、事故対応マニュアルにより事故の未然防止・安全確保、万一発生した場合の 

的確・迅速な対応ができるようにしました。 

・ 万一火災が発生した場合は、消防計画に定めている「自衛消防隊の編成・任務」「火災通報要領」 

「非常放送要領」「避難経路図」等により速やかに対応できるよう、日常から職員間で確認しました。 

・ センターの防火管理者 及び 併設の「今里休日急病診療所」、「福祉局所管の倉庫」を加えた「東成 

総合会館」の防火管理者には、館長が引き続きその任務に就きました。 

・ 消防計画に定めた、建物 及び 消防用設備等の自主検査（点検）については、チェック表を設定し 

実施日と 良・不良を記録するようにしました。 

・ ９月の大阪８８０万人訓練に合わせ避難難練を実施しました。大津波警報が発令されて場合を想

定し、利用者を３階に避難誘導しました。また、令和５年３月には館内での火災を想定し、屋外非常

階段を利用した避難訓練を実施しました。２回の訓練に６５名が参加しました。 

東成消防署と連携をとり火災予防の周知講座を実施、３回で６０名が受講しました。 

・ 当法人は区との協定により、万一地域において甚大な災害が発生した場合、市内外から駆けつける 

ボランティアが円滑に救援活動をできるよう、「区災害ボランティア活動支援センター」を設置し需給

調整を行うことにしています。 

・ 大災害時に、区からセンターに対し福祉避難所や一時待機所開設の協力要請があれば、福祉局と 

協議のうえ積極的に受け入れ、この「災害ボランティア活動支援センター」と連携しながら対応する

ことにしています。 

・ また、立地場所を活かし、玄関出入り口入ってすぐにある「車いす利用者対応トイレ」や電源等を 

必要とする住民に提供することにしています。 

・ 当法人では令和元年度末に、労働災害や疾病を未然に防止し、快適な職場環境の構築を目的とする 

「安全衛生管理規程」を制定、衛生委員会を毎月開催していますが、センター館長が委員となり、   

職員の危険、健康障がいの防止を徹底するとともに、健康教育にも取り組みました。 

・ 新型コロナウイルス感染症対策については前述のとおりですが、センターは抵抗力が弱い高齢者が 

多く利用することから、常に衛生管理には十分注意を払う必要があります。インフルエンザ、ノロウ

イルス等の感染症等に対しても、国や大阪市からの情報や提供資料を参考に、啓発ポスターの掲示や

リーフレットを配付し、タイムリーな情報提供や注意喚起を行いました。 

・ 高齢者が被害に遭う特殊詐欺が年々増加、巧妙化してることから、東成警察署（生活安全課）や  

地元交番の協力を得て、サークル活動やイベントを活用して、繰り返し注意喚起を行いました。 

・ センターは、「今里休日急病診療所」、福祉局所管「もと認定事務センター」が併設されており、 

管理・権限者が３つに分かれる複合施設ですが、日曜・祝日・年末年始の休館日以外は職員が勤務し

ている建物の中核施設として、他の部署との調整・連携等を密にし、建物全体の危機管理・安全管理

に資する役割を担いました。 

・ ＡＥＤについては、開館日には毎朝、ステータスインジケータを確認し、確認表に記録しました。 

設置については、全国ＡＥＤマップに登録しています。 

・ 台風による洪水等の被害が想定される場合は、テレビ・ラジオ・インターネット等で、迅速に気象 

情報、洪水情報を収集し、当法人が定めている「水害時の避難確保計画」や消防計画を基本に円滑か
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つ迅速な避難確保を図ることにしています。 

 

２ 利用状況  

 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 合計 

延利

用人

数 

2,556 2,181 2,324 1,777 1,279 1,986 2,710 1,908 1,801 1,874 2,044    2,374    24,814    

登録 

者数 
15 13 315 48 11 14 30 14 10 18 16 14 518 

※マスクを外しての活動が不可能なサークル（尺八、オカリナ、ハーモニカ、茶道）については 

活動していません。また、自主的に活動を休止したサークルもありました。 

 

３ 実施事業  

 (1)事業報告 

別紙一覧にて報告 

①事業計画（P）  

   ②活動内容（D） （今年度の取組内容） 

   ③チェック（C） （成果、課題） 

   ④改善策（A）  （次年度に向けた改善内容） 

 

 (2)平等利用の確保 

・ 高齢者がセンターを平等に利用できるようにするためには、センターが発信する生きがいづくり

や社会参加の実現等に資するさまざまな情報を手軽に入手できる環境を整える必要があると考えます。 

・ センターでは、さまざまな行事の機会を通じて、地域住民や各種団体、社会福祉施設等との連携を 

図り、とりわけ区老人クラブ連合会とは長年にわたり連携・協働してきました。 

・ 定期的に発行される広報紙として、区の「ひがしなりだより」、当法人の「ひがしなり」、があり

ますが、月１回発行される区広報紙は幅広く区民に定着しており、広報効果が大きく、開催イベント

を掲載することで、これまで当センターの存在を知らなかった方が、イベントに参加される場合もあ

りました。 

センターだより（毎月発行と季刊発行の２種類）は、センター利用者に定着しています。毎月同時期

に発行することでセンターへの来館にもつながり、情報提供に役立っています。また、区役所、図書

館、区民センター、各地域憩の家、市サービスカウンターに、センターだよりの設置やポスター・チ

ラシ等による各種事業の周知を依頼するなど、一人暮し高齢者や閉じこもりがちな高齢者世帯の方、

高齢者を支援する立場にある方にも、身近なところでセンターの活動内容を周知できるようにしまし

た。 

・ 当法人や市社会福祉協議会のホームページやフェイスブック等を高齢者が自ら活用しているケー 

スも増加してまいります。合わせて家族が情報を知り、親に情報を伝え利用を勧めるという場合があ

りますので、今後更に充実を図るべきコンテンツと考えます。 

・ 区地域包括支援センター連絡会、オレンジチーム等と協働して月 1 回開催していた「オレンジか 

ふぇ東成」（月１回）も、軽度の認知症症状がある方のゆるやかな活動の場、居場所としての役割が徐々
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に発揮され、平等利用確保の一例であると考えます。しかしながら令和４年度も、新型コロナウイル

ス感染症の影響により開催できませんでした。 

・ 昨年度に引き続き、高齢者等が保存する懐かしい写真、思い出の品、レコード、家庭用品などを

展示し、過去を回想しながら語り合い交流することを目的とした「懐かしの写真展」を開催しました。

館の利用者だけでなく、老人クラブの方々や大学生など様々な方に観ていただくことができました。 

 

 (3) 利用者サービスの向上策 

・ 老朽化が進む当センターの施設については、毎年の利用者アンケートにおいて、トイレの改善を

望む声が多く寄せられます。少しでも快適にご使用いただくために、月曜日から金曜日にトイレの清

掃を専門の業者に委託しています、 

・ 本年度も館内のトイレ・部屋・床の洗浄、ワックス掛けの特別清掃を実施しました。 

 

 (4) センターの利用促進策 

・ センターの利用促進を図るためには、事業・行事等の情報が区内の高齢者やその家族、また    

高齢者を支援する立場にある方に満遍なく行きわたる環境を整えることが重要と考えています。 

・ 毎月発行するセンターだよりは区役所、図書館、区民センター、各地域の憩の家に直接職員が訪問 

して届けています。季刊発行のセンターだよりは「市サービスカウンター」と「市民学習センター」

に設置を依頼しました。 

・ ホームページやフェイスブックを自ら活用している高齢者も徐々に増加しています。また、家族

が情報を知り、親に情報を伝え利用を勧めるというケースもあり、センターでもインターネットやス

マートフォン等の便利さや活用術を伝える講座などを実施し、利用促進に取り組んでいます。 

玄関ギャラリー（年１２クール）は大通りに面しており、老若男女、様々な人の目につく展示です。 

センターの利用促進とともに活動者のモチベーション向上につながっています。 

・ 高齢者等が保存する懐かしい写真、レコード、家庭用品などを展示し、過去を回想しながら語り合 

い交流することを目的とした「懐かしの写真展」を昨年度に引き続き、シリーズ開催しました。利用

者だけでなく老人クラブの会員や大学生など多数の人が来場し、大変好評でした。 

 

(5) 利用者からの苦情・意見・満足度の把握 

・ １１月に実施した利用者アンケートでは、現状の取組みを評価する声も多くありました。「総合利

用満足度」についての問いでは、未回答の利用者を除くと８６．５％の方から「満足」「やや満足」と

回答がありました。 

・ 利用目的については、新型コロナウイルス感染症の影響で多人数を募集しての講演会やイベントの 

多くが中止、延期となっているなかサークル活動による利用が５０．７％と半数以上となりました。

一部サークルではマスク着用でできる範囲の活動をするなど工夫を凝らしている成果がでていると考

えています。 

・ 利用状況についてはほぼ毎日活動をする囲碁・将棋サークルや百歳体操などがあり、週１～２回の 

利用が４１．８％を占め、月１～２回も２８．９％にのぼります。 

・ 職員対応の全体満足度が８１％と昨年から増加していることは職員のモチベーションＵＰにつな

がります。さらに多くの利用者に満足いただけるよう努めていきたいです。 
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・ ニーズ・要望面では、設備面でみるとトイレの改修を望む声が多く聞かれました。特に女性の 

利用者からは洋式トイレへの改修や使いやすいトイレへの改善を求める声があがっています。また、

通路が暗いという声も多数ありました。 

・ 新型コロナウイルス感染症の影響で昨年からサークル活動やイベントが制限されるなかで、人の交 

流を望む声やセンターに行くことで人に会えるのが嬉しいという声や、センターに行けないことで自

分自身の活動がどんどん減少していくことに不安を覚える声がありました。そんななかで「歩こう会」

を再開するなど、屋外でのイベントを増やしていることから、これらのさらなる回数増加を望む声が

多く聞かれるようになりました。 

 

４ 地域との連携・人材育成  

 (1) 地域の関係団体・施設との連携 

・ 「オレンジかふぇ東成」（認知症かふぇ 兼 ふれあい喫茶)は、区認知症初期集中支援（オレンジ）

チームのメンバーや認知症地域支援推進員、包括支援センターのスタッフ等も参加し、センター職員

を含め関係者がつながる場になっています。令和３年度に引き続き本年度についても新型コロナウイ

ルスの影響により、「カフェ」は開催できませんでした 

・ 地域の高齢者･障がい者(児)･こども･外国籍住民等の交流を目的とした「ニュースポーツ＆フィッ 

トネス体験」を３年ぶりに開催しました。事前予約制で人数を絞った制限付きでの開催ではありまし

たが、親子での来場も多数みられ、久しぶりの世代間交流となりました。なお事務局の中心的役割は

センターが担っています。 

・ コミュニティ協会区支部協議会主催の「こどもサマーカーニバル」にも老人クラブ連合会と共に、 

昔遊びコーナーを出展し世代間交流の一助とする予定でしたが中止となりました。 

・ 毎月の「センターだより」の配布について、地域の憩の家や集会所には職員が直接出向き、地域福 

祉活動サポーターや老人クラブ役員に事業の周知と協力依頼を行うとともに、地域ごとの意見を聞き

取る機会にしました。 

・ 「生きがいと健康づくり総合推進会議」と一体となって、８月に高齢者情報紙「すこやか 2022」 

を発行しました。新型コロナウイルス感染症の影響により、本年度も各地域における敬老会等の行事

の多くが中止となりましたが、情報紙「すこやか」は地域の協力を得て、お祝いの品等とともに高齢

者に配付されました。また、同様に３月には「東成いきいきシニア活動マップ 2023」を発行しました。 

・ 利用者や地域住民の意見を反映し、地域に根差した運営に資することを目的として、センター施設 

運営委員会を計画しておりましたが、感染症予防の観点から書面審議として開催しました。 

・ 医師会、歯科医師会、薬剤師会の代表が委員に就いており、本年度は歯科医師会による「お口の 

重要性」をテーマとする講演会を開催しました。合わせて理学療法士による杖の使い方の講座を開催

し、好評をいただきました。 

・ センター玄関前ギャラリーに加え、図書館ギャラリー、に作品展示し、高齢者の活動の励みとな

っています。 

 (2) 人材育成・ボランティア活動支援等 

・ 認知症サポーター養成講座を受講しサポーターに登録した高齢者や、介護予防ポイント事業登録

者研修を受講し参加登録した高齢者は、今後の地域福祉活動の担い手になることが期待できると考え、

認知症サポーター養成講座の開催を計画ししましたが本年度は開催にいたりませんでした。 

・ 園芸サークルの活動を中心として、玄関、建物周囲の花壇の管理、また、世代間交流を目的とした 

コキアやサツマイモ、みかんの栽培を、周辺緑化も兼ねて行いました。センターの正面は大通り（今
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里筋）に面しており人通りも多く、通行人の目を楽しませています。また、同時に建物周辺清掃等も

行い、センター維持管理の一翼を担っています。 

・ 本年度の利用者アンケートではセンターでのボランティア活動について現在、園芸サークルを中心 

に行ってもらっている「緑化活動」「清掃活動」「イベント当日のお手伝い」をやってみたいという回

答が寄せられていました。センターの維持管理や様々な事業を企画するなかで小さなことからボラン

ティア活動を行ったもらうことも重要であると考えます。 

・ さまざまな世代間交流事業等において、老人クラブの人材やノウハウを欠くことはできません。 

老人クラブ会員がスタッフとして活躍することで、老人クラブの認知度を高めることにつながります

が、従事者の大半は役員に限られています。引き続き、役員以外の会員もこのような役割を、楽しく

担い地域活動の取組みを深めるとともに、老人クラブのイメージアップ、会員減少傾向の歯止めにつ

なげていきます。 

 

５ その他  

 (1) 職員研修の実施状況 

・ 当法人では、地域住民に対して質の高いサービスを継続的・効果的に提供していくため、２４区

社会福祉協議会の連絡・調整役を担っている大阪市社会福祉協議会において企画・実施される、職種

別の職員研修、職務段階別研修、各種社会福祉講演会、労働者の健康管理・健康保持を目的に開催さ

れている労働安全衛生講習会、人権啓発事業に参加しました。 

・ また、独自に人権啓発推進委員会を設置し、人権課題についての新たな情報の共有化を図り、人権 

感覚を磨いていくために、内部研修を実施しています。本年度は老人クラブ職員を含めた全員が３回

の研修をオンラインで受講しました。 

・ 本年度はセンター独自の研修として１２月にプレゼンテーション能力研修を実施しました。様々

な行事を企画・運営するなかで自らの考えを他者に伝える難しさを考える機会となりました。 

 (2) 個人情報の保護・情報公開について 

・ 地域福祉を推進する本会は、さまざまな事業を通じて多くの個人情報を取得・管理しています。 

センターについても、本会の「プライバシーポリシー（個人情報保護に関する方針）」及び「個人情報

保護規程」のもと、区民、利用者からの相談、利用申請手続きや各種事業への参加申込み等によって、

業務上知り得た個人情報は、個人の権利、利益が侵害されることのないよう、厳重に管理するととも

に、漏えい、滅失、き損などを防止するため、適切な措置を徹底しました。 

・ 本会は、社会福祉法人制度改革をうけ、地域社会への貢献に加え、積極的な情報公開に努めると 

ともに開かれた法人運営が求められています。センターについても、地域の施設として住民本位の住

民参加による開かれた運営を図るため、透明性を確保し、適切かつ積極的な情報の公開や提供を行い、

関係者との共有化を進めています。 

・ 「施設運営委員会」や「利用者代表者連絡会」等で、センターの事業計画の説明や運営について

の検討、「センターだより」やホームページ等を活用した広範な事業周知、事業実施状況の掲載など、

事業運営に関する情報がいつでも閲覧できるようにしました。 

(3) 職員の労働条件の確保・環境への配慮 

・ 国では、「長時間労働の是正」「雇用形態に関わらない公正な待遇の確保」「高年齢者の就労促進」

の３つの柱を中心とした「働き方改革関連法」が順次施行されています。この一環として、職員には

年５日の有給休暇を取得させることが義務となったので、前年度に就業規則を改正しその旨を規則に

定めるとともに、職員に取得を徹底し、本年度も全職員が５日以上取得しました。 
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・ 職員の健康管理の観点からタイムレコーダー（カード）を導入、労働時間を適格に把握し、必要に 

応じて指導するようにしています。 

・ 当法人では令和２年度から、労働災害や疾病を未然に防止し、快適な職場環境の構築を目的とする 

「安全衛生管理規程」を制定、衛生委員会を毎月開催しています。 

・ 本年度は職員のストレスチェック、産業医による健康教育を実施するとともに、各所属における 

労働災害防止のための定期的な職場巡視、作業環境測定（ＣＯ、ＣＯ2 等）を行いました。 

・ 公共の福祉施設として環境問題は、率先して模範となるような取組みが必要な分野です。資源、エ 

ネルギーを節約するため、引き続きコピーについて可能なものは、不要になった用紙の裏面を活用す

る、ファイルは次年度に使い回しする、詰め替えや補充ができる事務用品を使用するなど、環境への

配慮に努めました。 

・ 館内・敷地内全面禁煙により健康等への影響を排除しました。 

・ 周辺地域の美化のため、職員が日々建物周りを清掃しまし 

６ 収支決算状況  

 （単位：円） 

収 入（項目） 内 訳 計 画 決 算 

 業務代行料 大阪市からの業務代行料 17,600,000 17,600,000 

 雑収入等 前年度繰越、参加費等 200,000 609,700 

 収入合計（A） － 17,800,000 18,209,700 

支 出（項目） 内 訳 計 画 決 算 

 人件費 職員 ４名分 14,100,000 13,599,324 

 物件費 事業費、管理費 3,870,000 2,937,920 

 
支出合計（B） － 17,970,000 16,537,244 

収支（A）－（B）  0 1,672,456 

 

【計画と決算の差額の主な理由】  

・ コロナ感染症拡大の影響で事業、イベントが中止となり、事業費に差異が生じました。 

・ エネルギーコストの上昇により、水道光熱費に差異が生じました。 

【経費節減のために主に取り組んだこと】 

・ 講師等は、民間企業のＣＳＲ活動、社会貢献活動、講師ボランティア等を活用するとともに、   

関係団体と協働して無償で講師を招聘しました。 



３　実施事業

　(1)事業報告 （事業の数値目標、実績は（様式２　令和4年度老人福祉センター事業一覧（実績）に記載

①事業計画（P）
②活動内容（D）

今年度の取組内容

③チェック（C）

成果・課題

④改善策（A）

次年度に向けた改善内容

①いきがいづくり・仲間づくりをきっかけに社会参加の促進・介護予防につなげる「高齢者の元気づくりの拠点施設」

利用者数

利用登録者数

利用者満足度

・コロナ感染症の影響により令和４年度は利用

者数を目標とせず、利用者アンケートで「満足

と回答される方」の割合８４．６％以上を目指

しました。

・本年度は館全体での活動休止がありませんで

した。利用者数も回復し、のべ２４,８１４人が

利用しました。

・コロナ感染症拡大の影響で中止になった事業

が多数ありましたが、累計１２６回実施し、の

べ２，７４８人が参加しました。

・センターの周知活動として毎月「センターだ

より」と「季刊ROUSEN」を発行しました。ま

た、区社協のホームページに事業の計画等を掲

載しました。

・利用者アンケートでの総合満足度

「満足」と「やや満足」の合計８６．５％を達

成。

・コロナ感染症の影響による制限が徐々に緩和

されると見込まれる次年度においてはさらにセ

ンターの利用を促進する事業の計画や周知方法

の検討を行い、実行する必要があります。

・センター利用者に向けて実施する利用者アン

ケートで「満足と回答される方」の割合を８

５．２％とします。

・新たなサークル活動の立ち上げや館外でのイ

ベント等、Ｗｉｔｈコロナの中での活動に取り

組みます。

・引き続き、館内の美化と利便性向上に努めま

す。

・令和５年度中に全館のLED化を目指します。

ア）教養（体験）講座・

自主サークル活動

・サークル活動のモチベーションＵＰを目的と

して玄関ギャラリーの展示（１回/月）、区民

ギャラリー（区役所・図書館・ふれあいパン

ジー）の展示（８回/年）を計画しました。

・老人クラブとの共催で仲間づくりを目的とし

た健康ウォーキング等を計画しました。

・「高齢者の生きがいと健康づくり事業」と合

同で「生きがいチャレンジ講座」を計画しまし

た。

・センター玄関前のギャラリーは創作系サーク

ルが月替わりで１２回展示を行いました。

・図書館ギャラリーはセンターで活動している

各サークルの代表作品展と絵画サークルの２つ

の展示を行いました。

・健康ウォーキングはコロナ禍で老人クラブで

の単独開催となりました。

・玄関ギャラリーはサークルメンバーから、多

数の作品提供がありました。コロナ禍で活動が

制限するなかでメンバーのモチベーションを高

めていると考えています。

・幹線道路に面した玄関ギャラ―ではセンター

利用者以外の方の目に触れることからセンター

の周知にもつながりました。

・玄関ギャラリーへの展示はサークルメンバー

からの期待も高いことから、今後も継続してい

きたいと思います。

・新たな利用者の参加、仲間づくりにつながる

健康ウォーキング等はコロナ禍の状況に注視し

ながら、可能な範囲で積極的に企画、実行しま

す。

イ）生きがい探求のきっ

かけ講座

・ICTを活用した取組みの一環としてパソコン講

座を計画しました。

・仲間づくりのきっかけを目的としてセンター

主催の「音楽サロン」を年６回（１２０名）を

計画しました。

・「高齢者の生きがいと健康づくり事業」と合

同で阿波踊り体験や似顔絵体験、ビューティ講

座を計画しました。

・パソコン講習会は年間２７回開催しました。

延べ120名が参加しました。

・懐かしい歌を講師の指導のもと皆で口ずさむ

音楽サロンは計画通り年間６回開催しました。

延べ１８０名が参加しました。

・パソコン講座はこれまでセンターを利用した

ことのなかった人やパソコン操作に再チャレン

ジしようとする人など、新たな利用者の参加に

もつながりました。

・阿波踊り体験や似顔絵体験、ビューティー講

座など利用者の様々な体験につながる講座を開

催することで生きがい探求のきっかけとなりま

した。

・令和３年度に講座を開催する会議室のWi-Fi環

境を整備しましたが、この環境を利用した講座

の開催にいたりませんでした。次年度はWi-Fi環

境下での講座を開催していきます。

・これまでの体験講座に加え、コロナ禍の影響

でこれまで開催できなかった社会見学会など館

外での活動なども積極的に開催していきます。
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①事業計画（P）
②活動内容（D）

今年度の取組内容

③チェック（C）

成果・課題

④改善策（A）

次年度に向けた改善内容

ウ）くらし・福祉講座 ・「高齢者の生きがいと健康づくり事業」と合

同で「失敗しない相続講座」を計画しました。

・警察署の協力を得て、交通安全、防犯教室を

計画しました。

・「失敗しない相続講座」は利用者やその家族

が参加し、２回、６３名が参加しました。

・サークル開始前の時間を利用するなど交通安

全・防犯の啓もう活動を実施５１回１０２１名

が受講しました。

・消防署による防災、防火の啓もう活動を４回

７７名が受講しました。

・「失敗しない遺言講座」では遺言書の書き方

や相続について具体例をあげて説明を受けまし

た。個別相談にもつながっています。

・特殊詐欺被害は東成区でも深刻な問題となっ

ています。頻度を上げての啓もう活動となって

います。

・火災による高齢者の死亡事故を防ぐ目的で防

火啓もう活動を実施することができました。

・終活に関する講座は人気の講座の為、次年度

も企画開催します。

・警察署による交通安全・防犯、消防署による

防火・防災の啓もう活動は高齢である利用者や

その家族の身近な問題であるため、次年度にお

いても積極的に関係各署との連携をとり、実施

していきたい。
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①事業計画（P）
②活動内容（D）

今年度の取組内容

③チェック（C）

成果・課題

④改善策（A）

次年度に向けた改善内容

エ）合同事業等による高

齢者の交流と生きがいづ

くりの促進

・区域を超えた高齢者のいきがいづくりを促進

する目的で実行委員会形式で「利用者演芸大

会」「全国民謡めぐり」等を計画しました。

・「高齢者の生きがいと健康づくり事業」と合

同で「いきいきシニア文化祭」「懐かしの写真

展」を計画しました。

・「利用者演芸大会」や「いきいきシニア文化

祭」等は、多数が集まるイベントが不可能なた

め中止となりました。

・昨年度開催して好評であった「懐かしの写真

展」を本年度も開催しました。のべ３４６名が

参加しました。

・「懐かしの写真展」は利用者や老人クラブ連

合の会員が所有する写真や思い出の品をお借り

して「あの頃の私」というテーマで思い出を形

にすることができ、利用者のみならず様々な人

がその思い出話を聞く大変有意義な機会となり

ました。

・「懐かしの写真展」はテーマを絞るなど、よ

り展示品を充実することができるように工夫を

して継続的に開催したいと考えています。

・「利用者演芸大会」や「いきいきシニア文化

祭」など大きなイベントの開催はサークル活動

のモチベーション向上につながるため、次年度

は感染対策を講じながら開催を目指します。

オ）高齢者福祉月間事業 ・大阪市高齢者福祉大会への出席を計画しまし

た。

・地域で開催される敬老会への参加を計画しま

した。

・コロナ感染症拡大の影響で出席者が制限さ

れ、参加は無し。

・地域での敬老会も中止が相次いだ為、情報紙

「すこやか」の配付のみとしました。

・情報紙「すこやか」は敬老会でのお土産とし

て活用してもらいました。

・地域との繋がりを具体的に持つために、地域

で開催される敬老会へは出来うる限り参加して

いく。

カ）健康づくり・介護予

防促進

・健康づくりを目的として「歩こう会（２回/

年）」やクッキング教室等の講座６回計画しま

した。

・「歩こう会」春は城北公園、秋は西宮へ行き

ました。（男女計７４名の参加）

・結核予防講座（１５名）、クッキング教室

（１５名）、健康寿命講座を開催しました。

（４回：59名参加）、ヤクルトオンライン工場

見学（１４名）アロマストレッチ（１５名）

・コロナ禍でまだ活動の制限や、気持ちで活動

を抑える人がいるなかでの歩こう会の再開。コ

ロナ禍前程ではないが、予想よりは多くの人に

参加していただけた。

・クッキング教室など室内での活動にはまだ慎

重になられる方がいるので、参加数はまだ少な

くなっているが、徐々に増えてきている。

・次年度についても健康づくり・介護予防を目

的とした様々な取組みを計画し、実施していき

たい。コロナが5類になった以後も油断すること

なく対策をしっかりとしていきたい。

・制限期間中に利用者の要望も聞き、健康づく

りに積極的に取り組んでもらえるような活動を

検討し、企画していきたい。
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①事業計画（P）
②活動内容（D）

今年度の取組内容

③チェック（C）

成果・課題

④改善策（A）

次年度に向けた改善内容

ア）世代間交流の促進 ・ふれあい広場への参画を計画しました。

・「高齢者の生きがいと健康づくり事業」と合

同で「こどもいろいろたいけん教室」「こども

といっしょにいもほり収穫体験」「ニュース

ポーツ＆健康づくり体操＆フィットネス体験」

を計画しました。

・こどもサマーカーニバルはコロナ感染症拡大

の影響で中止となりました。

・ふれあい広場は規模を時間を短縮して開催さ

れました。センターからは絵手紙体験のイベン

トで参画しました。

・「ニュースポーツ＆健康づくり体操＆フィッ

トネス体験」は規模を縮小して開催しました。

・ふれあい広場での絵手紙体験イベントは高齢

者だけでなく、子ども達にも簡単な体験をして

もらい大変好評でした。老人福祉センターの活

動の新たな魅力を周知できたと思います。

・「ニュースポーツ＆健康づくり体操＆フィッ

トネス体験」は事前登録制にするなど感染対策

を講じての開催でしたが、様々な世代の方が参

加され新たなスポーツを体験することができま

した。

・ｗｉｔｈコロナの中で、どのようなイベント

の形態であれば高齢者へのリスクを減らして開

催できるのかを考えることも重要ですが、様々

な世代が交流できるイベントを次年度は検討

し、実行していく必要があります。

イ）自主的地域活動・ボ

ランティア活動参加の支

援

・認知症サポーター養成講座（１回/年）を計画

しました。

・介護予防ポイント登録者講習（１回/年）を計

画しました。

・認知症サポーター養成講座はコロナ感染症拡

大の影響で中止となりました。

・介護予防ポイント登録者講習を開催しまし

た。（8名参加）

・介護予防ポイント登録者講座は区社協との共

同開催として実施しました。まだまだ、周知の

方法に課題があります。

・次年度以降も区社協との共同事業として「認

知症サポーター養成講座」「介護予防ポイント

登録者講座」に取り組んでいきます。

③広報活動 他 センターの広報活動として以下を計画しまし

た。

①センターだより（１回/月）

②季刊ROUSEN（４回/年）

・「高齢者の生きがいと健康づくり事業」と合

同で以下の発行を計画しました。

③情報紙「すこやか２０２２」

④「東成区いきいきシニア活動マップ２０２

３」

・センターだよりには毎月約１，０００部を発

行し、センター他地域集会所、区役所等に設置

しました。また季刊ROUSENも年４回発行しま

した。

・秋発行の「すこやか２０２２」春発行の「い

きいきシニア活動マップ２０２３」はセンター

のみならず、区役所、警察署、消防署、医師

会、地域サポーターなどの協力を得て、地域で

の活動拠点や役立ち情報を掲載しています。

「すこやか２０２２」は１５，５００部、「い

きいきシニア活動マップ２０２３」は３，００

０部を発行しました。

・センターだよりは利用者が予定表として利用

するケースが多いですが、センターを利用した

いと考えている方々に対しての説明資料として

も活用しています。興味を持ったサークルの見

学や講座への参加につながっています。

・「すこやか」や「いきいきシニア活動マッ

プ」はセンターの情報だけでなく、警察や消

防、地域集会所の情報を掲載することで、高齢

者だけでなく、その家族などへの情報提供に役

立っています。

また、区役所担当者や地域サポーター等との編

集会議を持つことで、情報共有に役立ちまし

た。

・引き続き、センターだよりを毎月、季刊

ROUSENを４回／年を発行します。

・地域への配付については、センター職員が地

域集会所や区役所等に直接出向いて手渡しをす

ることで、センターの周知を図るとともに、地

域とのつながりを深めるように活動します。

②福祉のまちづくり応援あったか施設づくり【生きがい発信拠点施設づくり含む】
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